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令和4年度 第10回定例庁議 議事報告 

 

開催日時：令和5年1月12日（木）午後1時15分 開会 

開催場所：笛吹市役所本館302会議室 

 

 

【進行：政策課長】 

 

1 開会 

 

 

2 市長あいさつ 

 令和 5 年仕事始め式の訓示でも話をしたが、職員に求める今年の行動テー

マは「目的を問い、責務を果たす」とした。部署ごとに業務の目的は異なると

思うが、部長は所属職員に対し、一人一人が目的を問い、何をするべきなのか

をしっかり意識する中で日々の職務を全うするよう伝えてほしい。 

 

 

3 協議・報告事項 （議長：副市長） 

 

(1) 笛吹市地域防災計画の改定について（総務部） 

説明：総務部長 

 

【説明内容】 

資料に沿って説明（防災危機管理課長、防災担当L） 

 

【質問意見等】 

   なし 

 

(2) 令和5年度行政組織の編成について（総合政策部） 

説明：総合政策部長 

 

【説明内容】 

資料に沿って説明（政策課長） 
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【質問意見等】 

  （保健福祉部長） 

 支所の業務内容を統一するに当たって、今後、本庁の各課と調整する機

会を設ける予定はあるか。 

 

  （総務課長） 

 総務課において現在の支所業務を36項目に細分化し、その分担に関する

原案を本庁及び支所の担当課に確認してもらっていることから、本庁及び

支所との調整は済んでいる認識である。 

 昨年度の業務分析において、支所間でのサービス水準の差異が指摘され

たことから、これを解消し、適正かつ公平なサービスが提供できるよう、

支所における標準的な業務内容を整理することとした。 

具体的な内容については次回の庁議で報告し、令和5年度から事務の適正

化を図っていきたいと考えている。 

 

  （保健福祉部長） 

支所の消防担当が防災危機管理課と兼務になるとのことだが、支所と防

災危機管理課の両方に在籍するということか。 

 

  （総務部長） 

そのとおり。 

 

（市民環境部長） 

今後は総合政策部が組織編成を所管するという認識で合っているか。 

 

（総務部長） 

行政組織の編成業務については、今年度から総合政策部に所管替えして

いる。人事にも関わる内容なので、総務部と連携して進めている。 

 

（市民環境部） 

事務の所管については、庁議での報告などを経ずに変わることもあり得

るか。 

 

（総務部長） 

条例や規則に則り行っており、個別の案件ごとに庁議に諮ることはして
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いないと思う。 

 

(3) 第三次笛吹市社会教育計画(案)について（教育委員会） 

説明：教育部長 

 

【説明内容】 

資料に沿って説明（生涯学習課長、生涯学習担当L） 

 

【質問意見等】 

  （総合政策部長） 

 3点意見がある。まず、本市は教育や文化等の振興に関する総合的な施策

について、その目標や取組の方針を「教育大綱」で定めている。教育大綱

と社会教育計画は連動しているはずだが、計画案にはその記述がない。 

次に、社会教育計画は国や県の関係計画とも連動していると思うが、こ

れらの計画の内容は確認しているか。 

最後に、第3章に社会教育計画の施策が掲載されているが、計画の基本理

念の下、何に関して、どのような目標を設定し、具体的にどうやって取り

組んでいくのかがわかりにくいと感じる。分野が限られた計画なので記載

の仕方が難しいとは思うが、もう少し体系的にまとめた方がわかりやすい

と思う。 

 

  （生涯学習課長） 

 1点目については、2ページに示した各種計画との関連性について、表示

の仕方を再検討する。2点目の、国や県の社会教育計画との整合性について

は、未確認の部分があるため、改めて確認する。3点目については、今回の

第三次計画は、第二次計画と同様の体系で作成しているが、他のやり方が

望ましいということであれば、抜本的な変更も検討する。 

 

（総合政策部長） 

 例えば総合計画のように、まず大きな目標を示し、それに向けてどのよ

うな施策を行うか、それについてどのように取り組んでいくか、という体

系にした方が良いと思う。 

 

（副市長） 

 教育委員会では、修正が可能か。 
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（生涯学習課長） 

 3月中の策定に向け、指摘事項をできる限り反映するよう、改めて部内で

検討する。 

 

（教育部長） 

体系については、第3章1節、2節に記載したとおりだが、よりわかりやす

いものとなるよう、体系図などを示した上で、施策や取組の内容を位置付

けていきたいと考える。 

 

（副市長） 

一度持ち帰って検討し、修正内容の確認は政策課と行うということで良

いか。 

 

（生涯学習課長） 

 承知した。 

 

（副市長） 

内容について庁議構成員から意見を受ける機会は別途設けるか。 

 

（生涯学習課長） 

パブリックコメントを2月21日頃まで実施する予定なので、意見があれば

2月上旬までにいただきたい。 

 

 

4 その他 

 

   ※令和4年度第11回定例庁議 

    令和5年2月9日（木） 午後1時15分～ 本館3階302会議室 

 

   ※令和5年笛吹市議会第1回定例会 代表質問、一般質問答弁検討日程 

2月20日(月)午前、2月22日(水)・24日(金)終日、2月27日(月)午後、 

2月28日(火)終日 

 

5 閉会 

 

午後2時00分閉会 


